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船舶局長 

甘 利 昂 一 

座談会出席者紹介 

(去副定当時の役職、順不同） 

海運局海運調整部長 

壷 井 玄 剛 

船舶局監理課長 

今 井 栄 文 

船舶局監理課補佐官 

丸 居 幹 一 
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（司 会） 

島 田 智 一 
社団法人 
全国モーターボート競走会 

連合会専務理事（現職） 

笹川氏からポッと出された原案 

司会 モーターボート競走もおかげさまで30周年を迎え 

ましたけれども、これはやはり、きょうご出席の皆さまの 

暖かいご理解とご協力、ご指導の賜と思います。こうした 

ことを忘れないためにも、きょうは競走法の立案、制定当 

時のご苦労やいろいろな裏話などにつきましてお話をいた 

だきたいと存じます。 

甘利 モーターボート競走法が議員提案として国会に出さ 

れたのは昭和26年なんだが、それより3年前の23年に競輪 

ができていて、これによる幣害というのが当時あちこちで、 

非常に問題となっていたんだ。それで、もうこれ以上公営 

競技をつくるのはやめようじゃないかという世情があった。 

モーターボートのほかにドッグ・レース、ハイアライ、 

それにもうひとつあったかな、とにかく 4つぐらい考えら 

れていた。いずれも議員提案だったんだが、世情からいっ 

てもどれもとりたくはない。けれども強いてというならば、 

日本は海運国なんだからモーターボートがよかろうと、そ 

ういう事を言った人がいて、それでモーターボートに決 

まった。で、やるからにはたとえ小さくとも 「船」 なんだ 

から、「船舶局長、キミの所管プごよ」と言われ、それで1ごく 

は初めてやる気になったし、やるからには一生懸命やらな 

ければならないと思ったんだ。 

壷井 この法案をつくろうと決心された笹刀はんは、福島 
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世根さん、矢次さんと一緒に運輸省へ来られたO その時、 

笹川さんは、競輪法をベースにした原案をポッと出された。 

それで私たちはたちどころに賛成したんだ。それはやるべ 

きことだし、やるからには大いにやろう……と。今井君は 

その 頃、私のところの課長だったんだが、彼も賛成したO 

その今井君の下に、大見君という補佐官で「法律の虫」 の 

ような人物がおりまして、これが「どういう法案がいいの 

かわからない」 というので、それを見せると大見君がよろ 

しいと、これでやりましょうということになって、今井君 

がそれをもって省内を回った。ところが省内には、さっき 

甘利さんの話にもあったように世情を考えての慎重論も多 

かったo それで議員立法にのったんです。で、それじゃ所 

管は運輸省船舶局ではあるまいかということで、甘利さん 

のところへ回った。 

甘利 私の記臆では初めに船舶局の所雀サごよということが 

あって、それで「運輸省の所管」 に決まった。だから、ど 

ういうふうな法案をつくろうかというようなことはそのあ 

とのことだと思う。 

壷井 ぼくの言いたいのは、笹川会長が運輸省を立てて、 

運輸省でやってくれと言ってこられたということ。これは 

まどひクローズアップしてもらいたいと思う。 

司会’連合会にはいま、その当時の方は1人も残っており 
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